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議
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議
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猛
君
提
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第
四
次
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女
共
同
参
画
基
本
計
画
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活
躍
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実
現
に
向
け
て
の
取
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関
す
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対
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、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
階
猛
君
提
出
第
四
次
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
と
一
億
総
活
躍
社
会
の
実
現
に
向
け
て
の
取
り
組
み
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

常
時
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
以
下
で
あ
る
一
般
事
業
主
も
含
め
、
一
般
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
女
性
の
活
躍
を

積
極
的
に
推
進
す
る
た
め
、
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
四
号
。

以
下
「
女
性
活
躍
推
進
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
事
業
主
が
一
般
事
業
主
行
動
計
画
を
定
め
、
厚

生
労
働
大
臣
に
届
け
出
た
場
合
に
、
女
性
活
躍
推
進
法
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
大
臣
は
、
当
該
事
業
主
に
つ
い
て
、

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
取
組
の
実
施
の
状
況
が
優
良
で
あ
る
こ
と
等
の
基
準
に
適
合
す
る
旨
の

認
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
女
性
活
躍
推
進
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
認
定
を
受
け
た
一
般
事
業

主
は
、
商
品
等
に
そ
の
旨
の
表
示
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
政
府
と
し
て
は
、
女
性
活
躍
推
進
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
事
業
主
行
動
計
画
に
つ
い
て
、
常
時
雇
用

す
る
労
働
者
の
数
が
三
百
人
以
下
の
一
般
事
業
主
を
含
む
一
般
事
業
主
に
対
し
、
説
明
会
、
個
別
訪
問
及
び
相
談
を
実
施
す

る
と
と
も
に
、
同
計
画
の
策
定
や
取
組
を
支
援
す
る
「
女
性
活
躍
加
速
化
助
成
金
」
の
支
給
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一



二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
、
「
第
四
次
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
」
（
平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日
閣
議

決
定
。
以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
二
千
二
十
年
ま
で
に
、
指
導

的
地
位
に
女
性
が
占
め
る
割
合
が
、
少
な
く
と
も
三
十
％
程
度
と
な
る
よ
う
期
待
し
、
引
き
続
き
更
な
る
努
力
を
行
う
」
こ

と
と
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
採
用
さ
れ
る
女
性
の
割
合
を
高
め
、
経
験
を
積
ま
せ
、
将
来
指
導
的
地
位
に
登
用
さ
れ
る
女
性
の
候
補
者

を
増
や
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
女
性
活
躍
推
進
法
に
お
い
て
、
事
業
主
の
義
務
等
と
し
て
、
事
業
主
行
動
計

画
の
策
定
及
び
公
表
並
び
に
女
性
の
職
業
選
択
に
資
す
る
情
報
の
公
表
が
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
加
え
て
、
政
府
と

し
て
、
待
機
児
童
の
解
消
を
含
め
安
心
し
て
就
業
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
を

図
る
た
め
に
必
要
な
環
境
の
整
備
を
行
う
等
、
あ
ら
ゆ
る
施
策
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

政
府
に
お
い
て
は
、
基
本
計
画
及
び
「
女
性
活
躍
加
速
の
た
め
の
重
点
方
針
二
〇
一
六
」
（
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

す
べ
て
の
女
性
が
輝
く
社
会
づ
く
り
本
部
決
定
）
に
基
づ
き
、
男
性
の
家
事
・
育
児
等
の
家
庭
生
活
へ
の
参
画
を
促
進
す
べ

二



く
、
意
識
啓
発
等
を
通
じ
、
男
女
共
同
参
画
へ
の
男
性
の
理
解
の
促
進
や
意
識
の
改
革
等
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
二
十
八
年
十
月
七
日
に
、
男
女
共
同
参
画
会
議
に
、
「
男
性
の
暮
ら
し
方
・
意
識
の
変
革
に
関
す
る
専
門
調
査

会
」
を
設
置
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
専
門
調
査
会
に
お
い
て
、
男
性
の
暮
ら
し
方
・
意
識
の
変
革
に
向
け
た
方
策
に
つ

い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
国
家
公
務
員
の
男
性
職
員
の
育
児
休
業
の
取
得
率
向
上
の
た
め
、
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
や
ポ
ス
タ
ー
の
作
成

及
び
配
布
を
行
う
と
と
も
に
、
男
性
職
員
へ
の
呼
び
掛
け
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
職
員
に
対
す
る
制
度
の
周
知
、
意
識
啓

発
等
を
行
い
、
男
性
職
員
が
育
児
休
業
を
取
得
し
や
す
い
環
境
の
整
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
地
方
公
務

員
の
男
性
職
員
の
育
児
休
業
の
取
得
率
向
上
の
た
め
、
地
方
公
共
団
体
や
民
間
企
業
の
取
組
事
例
の
紹
介
を
行
う
こ
と
等
に

よ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
取
組
に
対
す
る
支
援
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
厚
生
労
働
省
の
白
書
」
が
何
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族

介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
主
は
、

三



三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
労
働
者
に
関
し
て
、
所
定
労
働
時
間
の
短
縮
措
置
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
短
時
間
正
社
員
制
度
の
導
入
を
推
進
す
る
た
め
、
同
制
度

の
導
入
に
係
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
事
業
主
等
に
配
布
す
る
等
、
同
制
度
の
普
及
啓
発
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四


